
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年１０月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４広第８５号 

事故等種類 座洲 

発生日時 平成２６年４月２９日 １５時００分ごろ 

発生場所 山口県周防
す お う

大島
おおしま

町笠
かさ

佐
さ

島北方沖 

周防大島町所在の大磯
おおいそ

灯台から真方位２５４°１,５５０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５７.０′ 東経１３２°０９.７′） 

事故等調査の経過  平成２６年５月１４日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（広島事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 神
しん

晴
せい

丸、１３５トン 

   １４０９９８、月星海運株式会社、有限会社マリノス 

Ｂ バージ 神
しん

晴
せい

一号、不詳 

   なし、有限会社マリノス 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ、五級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、鋼材約１,９２３ｔを積んだ

Ｂ船の船尾凹部にＡ船の船首を嵌合
かんごう

して押船列（以下「Ａ船押船列」

という。）を構成し、笠佐島北西方沖を手動操舵で北東進した。 

船長Ａは、笠佐島北方沖に多数の遊漁船を認めたので、減速して航

行を続け、Ｂ船の船首方近距離を左方に通過する遊漁船を避けようと

し、右転して機関を後進にかけたところ、平成２６年４月２９日１５

時００分ごろ、Ａ船押船列は、約４ノットの対地速力で笠佐島北方に

拡延する浅瀬に座洲した。 

船長Ａは、直ちに停船して機関室及び各タンクを調査したが、浸水

や損傷がなかったので、航行を続けた。 

Ａ船は、本インシデント後入渠
きょ

したが、船底外板、プロペラ等に異

常は確認されなかった。 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 低潮時、潮流 転流時 

 その他の事項 Ａ船の喫水は、船首約４.０ｍ、船尾約５.０ｍであった。 

船長Ａは、本インシデント発生場所付近の航行経験が豊富であり、

本インシデント発生場所付近には、浅瀬が拡延していることを知って

いた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

あり 



 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

なし 

なし 

 Ａ船押船列は、笠佐島北方沖を北東進中、船長ＡがＢ船の船首方近

距離を左方に通過する遊漁船を避けようとして右転したことから、右

方に拡延する浅瀬に座洲したものと考えられる。 

原因  本インシデントは、Ａ船押船列が、笠佐島北方沖を北東進中、船長

ＡがＢ船の船首方近距離を左方に通過する遊漁船を避けようとして右

転したため、右方に拡延する浅瀬に座洲したことにより発生したもの

と考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・遊漁船などの小型船の動きに注意して航行すること。 

 


